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岩手山の入山規制の一部緩和及び安全対策等について 

R8.6 岩手県防災課  

 

１ 協議内容 

令和７年 12 月の岩手山火山防災協議会において、以下のとおり令和８年７月１日に規制を一部緩和する方針を決定したところ。 

・東側の４登山口（馬返し（滝沢市）、焼走り・上坊（八幡平市）、御神坂（雫石町））から山頂に至るルートを令和８年７月１日に開放 

・西側の３登山口（七滝・松川（八幡平市）、網張（雫石町））からの入山は引き続き規制 

・東側と西側を往来可能なルートは東側の分岐付近で規制 

   直近の火山活動でも東側の火山活動は停滞していることから、予定通り令和８年７月１日に規制を一部緩和する。 

 

※イメージ図                            ※岩手山火山避難計画抜粋 
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２ 規制緩和日時 

滝沢市、八幡平市及び雫石町では別添のとおり岩手山山開き式を予定しており、その開始時刻をもって規制を緩和する。 

令和８年７月１日（水）午前６時 00 分 

 

３ 安全対策の取組内容及びスケジュール 

取組事項 主体 ６月上旬 ６月中旬 ６月下旬 ７月 ８月 ９月 10 月 

岩手県の火山活動

に関する検討会 
県     

 
  

岩手山火山防災協

議会幹事会 
県  6/11   

 
  

岩手山火山防災協

議会 
県  

 
     

規制看板設置 県、市町  
 

     

火山活動急変に備

える連絡訓練 

県、市町、気

象台 
6/10    8/26   

登山道等の整備 
市町、山岳協

会 

 
      

山小屋の整備 県山岳協会  6/12～6/14      

広報 県、市町  
 

     

山開き 
市町、山岳協

会 
   7/1    

パトロール 
県、市町、山

岳協会 
   

 
   

 



令和８年度岩手山山開き式・安全祈願神事 実施要領（資料提出用） 
R8.6 滝沢市 

１ 目的   

登山シーズンの到来に伴い、岩手山山開き事業を関係市町合同で実施し、山の安全祈願並びに関係三市町一層の連携と友情交流を図る。 

令和８年７月１日（水）までに、入山規制の緩和がされた場合、「岩手山山開き式」、入山規制が緩和されなかった場合は「岩手山安全祈願式」を行うこ

ととする。 

   

２ 主催   

滝沢市（幹事）、八幡平市、雫石町 

 

３ 共催（予定）   

関係市町観光協会、関係市町山岳協会、八幡平国立公園協会 

 

４ 日程   

令和８年７月１日（水） 

 

５ 場所 

（１）山開き式、安全祈願式 

滝 沢 市：岩手山馬返し登山口（岩手県滝沢市上岩手山） 

   八幡平市：岩手山焼走り登山口（岩手県八幡平市平笠） 

   雫 石 町：岩手山御神坂登山口（岩手県岩手郡雫石町長山） 

（２）登山コース 

   滝 沢 市：柳沢コース（５．５ｋｍ） 

   八幡平市：焼走りコース（６．７ｋｍ） 

   雫 石 町：御神坂コース（６．１ｋｍ） 

 



５ 内容 

・入山規制緩和がされた場合 

（１）令和８年度岩手山山開き式 

   ６：００ 安全祈願神事（玉串奉奠） 

６：２０ 岩手山山開き式 

   ６：４０ 登山開始 

  １２：００ 頂上集合・山頂交歓会 

  １２：１５ 交歓会終了、下山開始 

１６：００ 登山口到着（馬返し登山口） 

１６：３０ 友情交歓会会場行きバス 出発 

 

・入山規制緩和がされなかった場合 

（２）岩手山安全祈願式 

   １０：００ 安全祈願神事開始（玉串奉奠） 

   １０：２０ 岩手山安全祈願式 

 

６ 参加範囲 

（１）協力団体、招待者、主催関係者 

（２）一般登山者（山開き式のみ） 

 


